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(57)【要約】
【解決手段】　
　前部アッセンブリと、関連医療器具を有するか又は該
関連医療器具に取付け可能なコネクタハウジングとを具
える医療デバイスであって、前部アタッチメントは、コ
ネクタハウジングに摺動係合可能であり、前方に突出す
ると共に後方に付勢された針及び針引込みアッセンブリ
を有し、コネクタハウジングは、第１位置で針から横方
向にオフセットした位置に針引込みキャビティを有し、
針引込みキャビティは、使用後、前部アタッチメントに
関して選択的に移動可能であり、針引込みキャビティが
針と同一線上に再配置され、針の引込みが可能となる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コネクタハウジングと、該コネクタハウジングに摺動係合された前部アタッチメントと
を具える医療デバイスであって、
　前部アタッチメントは、引込み可能な針アッセンブリと、前方に突出する引込み可能な
針とを具え、
　コネクタハウジングは、流体経路と、該流体経路から横方向に離間した位置に針引込み
チャンバーとを具え、
　前部アタッチメントとコネクタハウジングとの間にシールが配備され、
　コネクタハウジング及び前部アタッチメントは、流体経路が引込み可能な針アッセンブ
リと同一線上にある第１位置と、針引込みチャンバーが引込みな針アッセンブリと同一線
上にある第２位置との間で、前部アタッチメントとコネクタハウジングとの間の横方向の
摺動移動が制限されるように協同作用可能に構成された要素を有している、医療デバイス
。
【請求項２】
　取外し可能な針カバーをさらに具えている、請求項１の医療デバイス。
【請求項３】
　取外し可能な針カバーは、前部アタッチメントとコネクタハウジングとの間の相対的摺
動移動を制限するように構成される、請求項２の医療デバイス。
【請求項４】
　関連医療器具と共に用いられ、前記関連医療器具は、シリンジ、血管カテーテル挿入デ
バイス、流体輸液セット及び流体収集デバイスからなる群から選択される、請求項１の医
療デバイス。
【請求項５】
　関連医療器具はシリンジである、請求項４の医療デバイス。
【請求項６】
　コネクタハウジングは、後方に面するコネクタをさらに具えており、該コネクタは、引
込み可能な針と流体接続される関連医療器具と係合できるように構成されている、請求項
１の医療デバイス。
【請求項７】
　関連医療器具は、シリンジ、血管カテーテル挿入デバイス、流体輸液セット及び流体収
集デバイスからなる群から選択される、請求項６の医療デバイス。
【請求項８】
　関連医療器具はシリンジである、請求項６の医療デバイス。
【請求項９】
　取外し可能な針カバーは、ロック式又はスリップ式のルアーコネクタをさらに具えてい
る、請求項１の医療デバイス。
【請求項１０】
　取外し可能は針カバーは、コネクタハウジングと前部アタッチメントとの間での相対的
な横方向の摺動を制限するロッキング部材をさらに具えている、請求項１の医療デバイス
。
【請求項１１】
　流体シールは、コネクタハウジング内の前方に面する開口部の流体経路の一部分の周り
に形成された凹部に着座された環状シールであり、針引込みの前後において流体の漏洩を
阻止する、請求項１の医療デバイス。
【請求項１２】
　コネクタハウジングと、該コネクタハウジングに取り付けられた前部アタッチメントと
が、少なくとも１つの摺動界面に沿って互いに狭い間隔で摺動できるように配置され、
　前部アタッチメントの内部に、後方に付勢された針ホルダーを有する針引込みアッセン
ブリが着座され、
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　引込み可能な針が前部アタッチメントから前方に突出し、
　コネクタハウジングは、関連医療器具に対して協同作用して取り付けることができるよ
うに構成されたコネクタと、前記コネクタから針ホルダーに到る流体経路と、前記流体経
路から横方向に間隔をあけて形成された針引込みキャビティを有する針引込みチャンバー
と、を具えている、医療デバイス。
【請求項１３】
　コネクタハウジングと前部アタッチメントとの間で、流体経路の周りの流体の漏洩を制
限する流体シールをさらに具えている、請求項１２の医療デバイス。
【請求項１４】
　流体シールは、コネクタハウジング内の前方に面する開口部の流体経路の一部分の周り
に形成された凹部に着座された環状シールである、請求項１３の医療デバイス。
【請求項１５】
　流体シールは、針ホルダーの後方に面する端部に隣接する、請求項１２の医療デバイス
。
【請求項１６】
　摺動界面は、針の長手方向軸をほぼ横切る方向である、請求項１２の医療デバイス。
【請求項１７】
　コネクタハウジングと前部アタッチメントが摺動界面に沿って互いに相対移動するのを
制限するストップ部を具えている、請求項１２の医療デバイス。
【請求項１８】
　コネクタハウジングは、前部アタッチメントに関して第１位置を有し、前記第１位置は
、針引込みアッセンブリは流体経路と同軸線上にある、請求項１２の医療デバイス。
【請求項１９】
　コネクタハウジングは、前部アタッチメントに関して第２位置を有し、前記第２位置は
、針引込みキャビティは、針引込みアッセンブリとほぼ同軸線上にある、請求項１２の医
療デバイス。
【請求項２０】
　コネクタハウジングは、前部アタッチメントに関して第２位置を有し、前記第２位置は
、針引込みキャビティ及び針の少なくとも一部が針引込みキャビティの内部に配備され、
流体シールが前部アタッチメントと流体密状態に再配置される位置である、請求項１２の
医療デバイス。
【請求項２１】
　選択的に取外し可能な針カバーをさらに具えている、請求項１２の医療デバイス。
【請求項２２】
　針カバーは、コネクタハウジングと係合可能なロッキングアームをさらに具えている、
請求項２１の医療デバイス。
【請求項２３】
　ロッキングアームは、コネクタハウジングと前部アタッチメントとの間の相対的摺動を
制限する、請求項２２の医療デバイス。
【請求項２４】
　コネクタは、関連医療器具に取り付けられるように構成されたロック式ルアーコネクタ
を有する、請求項１２の医療デバイス。
【請求項２５】
　コネクタは、関連医療器具に取り付けられるように構成されたスリップ式ルアーコネク
タを有する、請求項１２の医療デバイス。
【請求項２６】
　関連医療器具は、シリンジ、血管カテーテル挿入デバイス、流体輸液セット及び流体収
集デバイスからなる群から選択される、請求項１２の医療デバイス。
【請求項２７】
　前部アタッチメントは、流体経路と同軸線上にある針引込みアッセンブリにより、コネ
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クタハウジングにクリップ留めされるように構成される、請求項１２の医療デバイス。
【請求項２８】
　針カバーのロッキングアームは、針引込みチャンバーの前方に面する開口部の中に挿入
される、請求項２２の医療デバイス。
【請求項２９】
　針引込みチャンバーは前方に面する開口部を有し、該開口部には障害物がない、請求項
１２の医療デバイス。
【請求項３０】
　針引込みチャンバーは後端部を有し、該後端部は閉鎖されるか又は通気される、請求項
１２の医療デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願の記載＞
　本願は、２０１２年１２月１４日に出願された米国仮特許出願第６１／７３７２６３号
及び２０１３年６月１９日に出願された米国仮特許出願第６１／８３６７２３号の出願日
の利益を主張する。この出願はまた、２０１２年１２月１４日に出願された米国非仮特許
出願第１３／７１４８１９号の一部継続出願であって、２０１３年３月１５日に出願され
現在係属中の第１３／８４１４６２号及び２０１３年３月１５日に出願され現在係属中の
第１３／８４２０００号の優先権を主張する。この出願はまた、２０１３年５月２４日に
出願され現在継続中の米国特許出願第１３／９０２５６４号の一部継続出願であり、該出
願の優先権を主張する。なお、前記一部継続出願は、２００８年６月１０日に出願された
特許出願第１２／１３６４６２号の継続出願であって、２０１２年５月１４日に出願され
た特許出願第１３／４７０８５５号の分割出願であり、該分割出願は、２０１３年６月２
５日に米国特許第８４６９９２７号として特許されている。
【背景技術】
【０００２】
＜発明の分野＞
　本発明は、引込み可能な針を含む前部アタッチメントを有する医療デバイスである。本
発明の一態様は、好ましくは、コネクタハウジングにクリップ留め及び摺動可能に係合す
る前部アタッチメントに関し、前記コネクタハウジングは、シリンジ、ＩＶカテーテル挿
入デバイス、輸液セット、流体収集デバイス、若しくは引込み可能な針が用いられること
ができる他の医療装置を含むか又はこれらに選択的に取付け可能である。
【０００３】
　本発明の他の態様は、後方に付勢されて引込み可能な針及び針引込み機構を有する前部
アタッチメントに関するもので、針は、流体が針の中を通るときは常に、コネクタハウジ
ングを通り関連器具への流体流れ経路の長手方向で同一線上にあるが、針の引込みが開始
するまでは針引込みチャンバーと同一線上にない。
【０００４】
　本発明の他の態様は、好ましくは、一端部が開口した針引込みチャンバーを具えるコネ
クタハウジングに関するもので、針引込みキャビティを有し、使用中及び針引込み前、前
記キャビティは、長手方向軸が、針の長手方向軸又は針の中心線と略平行であるが横方向
にオフセットした位置にある。
【０００５】
　本発明の他の態様は、好ましくは、前部アタッチメントに関して摺動移動可能なコネク
タハウジングに関するもので、前記摺動移動は、対向する方向の力を少なくとも前部アタ
ッチメント及びコネクタハウジングに加えることによって行われる。対向する方向の力の
１つは例えば抵抗力である。
【０００６】
　本発明の他の態様は、医療デバイスに関するもので、引込み可能な針ホルダーと針は使
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用前に前部アタッチメントの中に着座され、使用後、安全位置に付勢され、針チップは露
出されることなく、前部アタッチメントは再使用されることはできない。針と針ホルダー
が“安全位置”にあるとき、針ホルダー及び針の一部分は、好ましくは、針引込みチャン
バー内部の引込みキャビティの中に配備される。前記針引込みチャンバーは、使用中、流
体が針の中を通るとき、針と同軸線上にない。
【０００７】
＜関連技術の記載＞
　従来のシリンジで、略円筒状バレル、該バレルから前方に突出する針、及びバレル内部
に配備されバレル後部の開口部を通って摺動可能なプランジャーを含むものは広く知られ
ている。従来のシリンジの中には、バレルの前部にスリップ式又はロック式のルアーコネ
クタが設けられ、これに協同作用可能で交換可能な針又は針ハブが取付け可能であり、異
なるゲージ又はサイズの針を用いられることができるものがある。このようなシリンジの
ルアーチップは、一般的には、使用中に不注意で人又は物体に接触すると、細菌又はウイ
ルスの汚染に曝される。例外は、米国特許第８３４３０９４号に開示されたシリンジで、
これは、交換可能な針と共に用いられることができ、ルアーチップを通って前方に延びる
保護ガード構造を有しているので、接触による汚染の可能性は低減される。
【０００８】
　最近になって、露出した針、体液その他の汚染物体又は表面との接触による血液感染性
病原菌及び汚染の広がりを制御するために、固定針又は交換可能針を有するシリンジ及び
他の医療デバイスに様々な「安全」要素を用いることが検討されている。そのようなデバ
イスは、米国特許第７３５１２２４号に示される引込み可能な針を含むことがあるが、「
安全」という用語は、使用後引き込むことができない針の先端をカバーするか針に触れな
いようにするために、手で操作されなければならない移動可能なガード、シールド又はカ
バーを有する製品に適用されることもある。流体が注入又は引き出された時、針が最初に
患者又は他のデバイスから取り除かれないと、移動可能なガード、シールド又は針を使用
しても効果がない。移動可能なガード、シールド又はカバーを「安全」要素として有する
製品を使用すると、針が偶発的に突き刺さる回数が増えるという報告もあり、引込み可能
な針を有する製品とは区別されるべきであり、特に、まだ患者又は他のデバイスに挿入さ
れている状態で引き込まれることができる針を有する製品とは区別されるべきである。引
込み可能な針でない「安全」要素を組み込んだデバイスの例が米国特許第５３７０６２８
号及び第８５００６９０号に記載されている。米国特許第８５００６９０号は、開示され
た安全シールドは、患者から完全に取り除かれるまで針カニューレを完全に取り囲むこと
ができないし、また、パッケージングカバーを取り外した後はいつでも、使用者が自動シ
ールディングがフィンガータブを意図的に又は意図的でなく解除するとトリガされる問題
がある。
【０００９】
　引込み可能な針及び針引込み機構を有する公知の医療デバイスでは、使用中、通常は、
針引込みキャビティが針の長手方向軸と同一線上に配備される。このようなデバイスでは
、バレル及び／又はプランジャーハンドルの円筒状内部が針引込みキャビティとして供さ
れることもある。そのようなデバイスの例は米国特許第７３５１２２４号に開示されてい
る。
【００１０】
　他の医療デバイスでは、針引込みキャビティは、バレル及び針引込みキャビティを含む
本体部の一体部品として作られ、各々の長手方向軸は、使用中、他方の長手方向軸と略平
行で間隔を有するものがある。しかしながら、これらのデバイスでは、針と針引込みキャ
ビティは、使用中及び針引込み中の両方とも整列状態が維持され、バレルと針の後端部と
の間に交差流体経路が形成される。針が後方に付勢されないこのようなデバイスの例は米
国特許第４９４１８８３号に開示されている。針が後方に付勢されるそのようなデバイス
の例は米国特許第６４６８２５０号に開示されている。
【００１１】



(6) JP 2016-529077 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

　引込み可能な針を有する医療デバイスの中には、引込み力が手動で加えられるアクチュ
エータを有し、使用後、前記アクチュエータにより針を後方に向けて針引込みキャビティ
の中へ摺動させることにより針が引き込まれるようにしたものがある。他のデバイスとし
て、使用後、針が針引込みキャビティの中に自動的に引き込められるようにするか、又は
針引込みを開始するのに別個の力を手動で加えるものがある。針引込みを開始させるのに
必要な手動力は、例えばプランジャーの全部又は一部を通じて長手方向に加えることによ
ってもたらされ、プラグ又はリテーナー部材が再配置され、干渉要素がカット若しくは破
壊されるか又は孔が空けられる。このようなデバイスは、例えば米国特許第５５０３０１
０号及び米国特許出願公開第２００８／０２８７８８１号に記載されている。場合によっ
ては、手動による最初の力は、トリガ要素を回動させて針の長手軸と角度関係にすること
によって加えられ、例えば米国特許出願公開第２０１０／０３１７９９９号に示されるよ
うに、後方に付勢された要素の引込みと干渉する要素が再配置される。時には、最初の力
は、レバー棒を針の長手方向軸を横切る方向に押圧してトリガピンを引くことによって加
えられ、例えば米国特許第４９７３３１６号に開示されたバネによって後方に付勢された
摺動可能なピストンアッセンブリが解放される。例えば米国特許第７３５１２２４号に開
示されているように、針を患者から直接引き込ませることができる針引込み機構を有する
幾つかの医療デバイスが知られているが、多くの他のデバイスはそのようなことはできな
い。
【００１２】
　他に、ヨーロッパ特許出願ＥＰ０４７９３０３Ａ１号に開示された医療デバイスが知ら
れており、該デバイスは、ルアーチップシリンジ用の前部アタッチメントであり、該前部
アタッチメントは、シリンジのルアーチップが接続されるコネクタ部の長手軸と平行で離
間した長手方向軸を有する針引込みキャビティを含む。しかしながらこのデバイスの場合
、針は常に引込みキャビティと同軸線上にあり、流体経路は、シリンジと針との間で流体
が交差するように配備される。また、使用されることができるシリンジが、開示の中で「
従来型」として特徴づけられるとしても、シリンジのプランジャー部は、前部アタッチメ
ント協同作用するプランジャーシールから前方に延びるプッシュロッドを追加することに
よって特に適合される。デバイス内での針引込みは、引込みキャビティの遠位側端部に接
続された緊張状態のゴムバンドによる補助により、手動で開始される。
【００１３】
　引込み可能な針を有する医療デバイスの安全性の利点については、最近になって広く認
識されているが、患者、患者の家族及び介護福祉者に対する安全性の点で、ロック式又は
スリップ式ルアーコネクタを有する公知のシリンジ又はＩＶカテーテルイントロデューサ
等の医療デバイスと共に用いられることができ、経済的で信頼性を有する医療デバイスに
対する要請が依然としてある。要請されているのは、関連医療器具(例えば、シリンジ)に
特別な取付具又は変形を加えることなく使用されることができ、部品数が少なく、製造費
用が比較的安く、選択的に取付け可能で引込み可能な所望サイズの針を具え、片手で作動
されることができ、針引込み時に力を加えることなく患者から直接針を引っ込めることが
できる針引込み機構を具えるデバイスである。
【発明の概要】
【００１４】
＜発明の要旨＞
　この明細書に開示された発明は、前部アタッチメントとコネクタハウジングとを具える
医療デバイスである。前部アタッチメントとコネクタハウジングは、好ましくは、両者の
一方又は両方に接続された１又は２以上の構造要素により、選択的に取付け可能であるか
、又は互いに狭い間隔で摺動可能に維持される。発明の一実施態様において、前部アタッ
チメントは、好ましくは、コネクタハウジングにクリップされて摺動係合され、移動超過
又は係合解除を防止するためのストップ部材が設けられる。コネクタハウジングは、引込
み可能な針が用いられる関連医療器具を含むか、又は該医療装置に選択的に取付け可能で
ある。この関連医療器具として、例えば、シリンジ、ＩＶカテーテル挿入デバイス、輸液
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セット又は流体収集デバイスが挙げられる。コネクタハウジングは、好ましくは、針引込
みチャンバー及び針引込みキャビティをさらに含んでおり、両方に共通する長手方向軸を
有し、該長手方向軸は、医療デバイスの使用中及び針引込み前、針の長手方向軸とは同一
線上にないオフセットされた位置である。
【００１５】
　発明の一実施態様において、前部アタッチメントは、本体部と、該本体部に着座された
針引込みアッセンブリと、前方に突出する針とを具える。針引込みアッセンブリは、好ま
しくは、針ホルダーと、該針ホルダーを本体部に関して後方に付勢する付勢部材とを含む
。前方に突出する針は、好ましくは、前部アタッチメントの本体部の内部に着座された針
ホルダーによって支持される。満足できる付勢部材は、本体部がコネクタハウジングに取
り付けられるとき、圧縮状態が保持される圧縮コイルバネであるが、他の同様に有効な付
勢部材が用いることもできる。
【００１６】
　コネクタハウジングは、好ましくは、針引込みチャンバーをさらに具え、該チャンバー
は、針引込みキャビティに連通すると共に、遮られるものがない少なくとも１つの前方に
面する開口端部を有する。所望により、針引込みキャビティの後端部又はその近傍に小さ
な通気口を設けることがもできる。コネクタハウジングが選択的に関連医療器具に取付け
可能な発明の実施態様において、コネクタハウジングは、好ましくは、関連医療器具に取
り付けることができるように構成されたコネクタをさらに具える。発明の他の実施態様に
おいて、コネクタハウジングは、関連医療器具の少なくとも一部と共に成型されて形成さ
れる。コネクタハウジングが関連医療器具に選択的に取付け可能である場合も関連医療器
具の一部と共に一体成型される場合も、コネクタハウジングは、好ましくは、関連器具と
針ホルダーとの間にほぼ直線的な流体流れ経路を形成するので(交差チャンネル等は必要
がない)、一方から他方へ流体を移動させるのに必要な圧力は低減される。
【００１７】
　前部アタッチメントとコネクタハウジングのコネクタ部との間には、流体シールが好ま
しくは配備され、引込み前に針と同軸線上にあるコネクタハウジングのコネクタ部と同軸
線上に形成された凹部に着座される。発明の一実施態様において、流体シールは環状で移
動可能であり、コネクタハウジングのコネクタ部との整列状態が維持され、針の引込みが
開始すると再配置され、前部アタッチメントの本体部の後部と面接触する。環状の流体シ
ールは、好ましくは、針引込み前にコネクタハウジングと前部アタッチメントとの間の流
体流れ経路を取り囲み、針引込み前、針引込みが行われる間及び針引込み後における本体
部及びコネクタハウジングの対向面間の流体漏洩を制限する。コネクタハウジングの針引
込みチャンバー内部の針引込みキャビティは、最初は、針の長手方向軸からオフセットさ
れた位置にあるが、針の引込み中、横方向に移動して、針軸とほぼ同一線上にあるのが好
ましい。針引込み機構が使用開始前に、包装、出荷及び取扱い中に作動するのを防止する
ために、また、使用前に針先端が鈍くなったり、屈曲したり、損傷しないように、好まし
くは、ロック式針キャップが設けられる。
【００１８】
　針引込みは、好ましくは、医療デバイスを患者に関して安定化させることによって開始
され、次に、好ましくは片手で圧力を加えて、引込みキャビティが針の長手方向軸とほぼ
同軸上に位置するまで針引込みキャビティ及びコネクタハウジングは前部アタッチメント
に関して移動する。一実施態様に示されるように、前部アタッチメント及びコネクタハウ
ジングの少なくとも一方に、対向方向の力を容易に作用させることができるように、所望
により、テクスチャ構造の接触面が設けられる。手操作による圧力は、前部アタッチメン
トとコネクタハウジングとの間の摺動界面とほぼ平行で、針及び針引込みチャンバーを通
り横方向に間隔を有する長手方向軸をほぼ横切る軸に沿って対向する方向に加えられるこ
とが好ましい。ここで用いられる「摺動界面(sliding interface)」という語は、前部ア
タッチメントとコネクタハウジングの対向する表面間を相対的に摺動移動することができ
る界面を意味する。しかしながら、医療デバイスの針引込みを開始するために加えられた
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対向方向の力は抵抗力であることは理解されるべきである。添付の図面には示されていな
いが、この開示を読めば、針引込みを開始するために用いられる手動力に代えて、同じよ
うに有効であるがより複雑な装置を用いられることは認識されるであろう。例えば、発明
の医療デバイスに、バネ駆動式又は同様な作用を有する機構の如き他の付勢手段を組み込
むことにより、針とほぼ同軸線上となるように針引込みキャビティを再配置し、デバイス
の使用後の針引込みを容易にすることができる。そのような付勢手段を使用する場合、付
勢を解除するのに解除又はトリガ要素を必要とし、これによって前部アタッチメントとコ
ネクタハウジングとの間での相対的摺動移動が開始されることは、この開示を読んだ当業
者であれば明らかであろう。
【００１９】
　引込みキャビティ内の開口と針ホルダーのヘッド部とが十分に整列され、針ホルダーが
針引込みキャビティの中に収容されると、本体部の中に配備された圧縮コイルバネ等の付
勢部材が針ホルダーと針とを後方に向けて移動させて、同時に針の斜めカットされた先端
チップを後退させるので、その後、針の先端チップは前部アタッチメントの本体部から前
方に突出することはない。使用後、針引込みチャンバーは、針に関して横方向に摺動する
ので、その後は、環状流体シールにより、関連医療器具からの流体の逆流による医療デバ
イスからの流体漏洩の虞れは低減される。
【００２０】
　本発明の医療デバイスは、従来のデバイスに比べて多くのメリット及び利点を有する。
このような利点の一つは、針引込みが吸引から独立して行われることである。例えば、流
体は膝から引き出されることができるが、その場合でも、針はプランジャーハンドルを完
全に押し下げなくても引き込められることができる。本発明の医療デバイスの他の利点は
、関連医療器具が、従来のロック式又はスリップ式ルアー構造のどちらを有するものでも
使用可能なことである。本発明の医療デバイスの他の利点は、針を最初に手操作で後退さ
せなくても、針を患者から直接引き込められることであり、感染性病原体が含まれる体液
に曝されて汚染される危険がないことである。針引込みの開始は、投与量の一部を注入し
た後にも行えることである。本発明の医療デバイスを用いると、引込みの開始をデバイス
のベース部に近い部位に圧力を加えることによって行なうことにより、患者の体内での針
の「ぐらつき(wobble)」の虞れは低減されるので、医師はより多くの制御が可能となる。
本発明の医療デバイスはまた、引込み可能な針を有しない構造の従来のシリンジに対して
も、「追加(add-on)」の安全機構として用いられることができる。
【００２１】
　発明の一実施態様において、本発明の医療デバイスは本体部に着脱可能に係合する針キ
ャプ又は針カバーが設けられることができる。また、この針キャップ又は針カバーはコネ
クタハウジングを所定位置にロックすることができ、針キャップ又は針カバーを最初に取
り外さない限り、針引込み機構は作動することができない。所望により、本発明の医療デ
バイス自体を、予め充填されたシリンジのカバー、閉鎖具又はキャップとして用いられる
ことができる。本発明の前部アタッチメントは、シリンジに取り付けられると、高価で腐
食性の薬剤の投与量を調製するのに用いられることができ、使用後は、廃棄又は損傷を回
避するためにキャッピングされる。針キャップ又は針カバーが適所に配置されると、本発
明の医療デバイスは、特に以下に記載の如く構成されるとき、ポケットの中に入れて、又
はポケットの中又はポケットの上にクリップされて都合良く持ち運ばれることができる。
【００２２】
　所望により、他の実施態様において、本発明の医療デバイスは、関連医療器具に固定し
たり、医療装置と一体に成型したり、医療装置の少なくとも一部として製造又は組み立て
られることができる。一実施例として、コネクタハウジングとシリンジバレルは、成型可
能な医療グレードのポリマー樹脂から一体成形されることができる。他の実施例として、
シリンジバレルは、コネクタハウジングのコネクタ部にほぼ固定された状態で取り付けら
れるか又は接続され、使用後で針引込み前、コネクタハウジングが前部アタッチメントに
関して移動する前に、針引込みアッセンブリ及び針とほぼ同軸上に配置される。この実施
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態様において、針引込みチャンバー及び針引込みキャビティを通る長手方向軸はほぼ平行
で中央にあり、針引込みチャンバー及びシリンジバレルが一体に成型されている場合でも
、好ましくは互いに横方向に離間して両者間に開放空間が形成されないように、並んだ位
置にあり、針引込みチャンバーの一部とシリンジバレルの一部が壁を共通する。この実施
態様を使用することにより幾つかの利点が達成される。プランジャーとプランジャーシー
ルとを組み合わせて包装され販売されることができ、これらの組合せにより、針と同一線
上にあるデバイスの内部に容量可変の流体チャンバーを作ることができるので、正圧又は
負圧を作用させることにより、針の中に流体を注入する場合又は回収する場合のどちらに
もデバイスの使用が可能である。
【００２３】
　本発明の前部アタッチメントは、ゲージ及びサイズが異なる針及びシリンジに対しても
特別な改変を行うことなく用いられることができる。所望により、本発明の医療デバイス
と共に用いられる関連医療器具又は医療デバイス自体に、血液ガス用に用いられるヘパリ
ン等の抗凝結剤プラグが設けられることができる。本発明の構造及び作用は、ほぼ直線状
の流体流れ経路を設け、流体の注入又は回収中、流体流れ経路から横方向にオフセットさ
れた位置に針引込みチャンバー及び連繋された引込みキャビティを設けることによって簡
素化される。本発明の医療デバイスは、部品数を少なくすることできるので、成型が容易
でコストが低減される。
【００２４】
　本発明の医療デバイスはまた、従来の多くの装置には一般的に用いられていない安全機
構を具える。例えば、本発明のデバイスは、針の引込み後、バネと針が針引込みキャビテ
ィと本体部に跨るようにしているので、再作動及び再使用ができない「ロックされ閉じら
れた(locked shut)」状態にある。針引込みキャビティがコネクタハウジングの流体流れ
経路に関する横方向の摺動及びこれに関連した再配置と、本体部とコネクタハウジングと
の間における流体シールの存在との協同作用により、流体流れ経路が遮断され、使用後、
関連医療器具からの逆流が防止される。本発明の医療デバイスは、針が引き込まれた後、
関連医療器具から取り外されることができ、他の針カバーと共に処分されることができる
。関連医療器具が再使用可能である場合、針が入れられた部品から独立して、加圧滅菌、
消毒又は再使用のための処理を行なうことができる。
【００２５】
　本発明の医療デバイスの他の利点については、当業者であれば、添付の図面に関する開
示を読むことにより、上記利点と同じように明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
　本発明の装置について、以下の図面を参照してさらに記載し説明する。
【図１】針カバーが取り付けられた本発明の医療デバイスの一実施態様の右前方斜視図で
ある。
【図２】図１の医療デバイスの左前方斜視図である。
【図３】図１に示された医療デバイスについて、針カバーが取り外された状態を示す図で
ある。
【図４】図２に示された医療デバイスについて、針カバーが取り外され、針が引き込まれ
る前の状態を示す図である。
【図５】図１に示された医療デバイスの前方斜視図の分解図である(前部アタッチメント
及びコネクタハウジングのコネクタ部の引込可能な針アッセンブリの長手方向軸に沿う分
解図である)。
【図６】図１及び図２の医療デバイスの正面図である。
【図７】図２及び図３の医療デバイスの正面図であり、針カバーが取り外された状態を示
す。
【図８】図７に示された医療デバイスの背面図である。
【図９】図１の医療デバイスの平面図である。
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【図１０】図１の医療デバイスの右側面図である。
【図１１】使用前の医療デバイスについて、図１０の１１－１１線に沿う横断平面図であ
り、本発明の医療デバイスのコネクタハウジングに取り付けられた従来のロック式ルアー
シリンジを仮想線で示している。
【図１２】図１１の医療デバイス及びシリンジの平面図であって、シリンジを再び仮想線
で示している。
【図１３】図１１に示された医療デバイスの横断面平面図であり、針カバーが取り外され
、シリンジプランジャーが吸引位置に引き込まれた状態を示す。
【図１４】図１２に示された医療デバイスの平面図であり、針カバーが取り外され、シリ
ンジプランジャーが吸引位置に引き込まれた状態を示す。
【図１５】図１３に示された医療デバイスの平面図であり、シリンジプランジャーが注射
後位置まで完全に押し下げられ、針が完全に引き込まれた状態を示す。
【図１６】本発明の医療デバイスの右前方斜視図であり、シリンジから取り外した後で、
針が完全に引き込まれた状態を示す。
【図１７】図１６の医療デバイスの右側面図である。
【図１８】図１７の医療デバイスの１８－１８線に沿う平面図である。
【図１９】図１６の医療デバイスの背面図である。
【図２０】前部アタッチメントの本体部の左後方斜視図である。
【図２１】前部アタッチメントの本体部の右後方斜視図である。
【図２２】図６の２２－２２線に沿う横断面側面図である。
【図２３】図４に示された医療デバイスの左前方斜視図であり、針カバーが取り外され、
針が引き込まれた後の状態を示す。
【図２４】本発明の医療デバイスの他の実施態様の右前方斜視図であり、関連医療器具は
、本体部がコネクタハウジングの一部として一体成形されたシリンジであり、前述した実
施態様で説明した取外し可能な針カバーは図示されていない。
【図２５】図２４に示された医療デバイスの右前方斜視図であり、関連医療器具のプラン
ジャーハンドルが完全に押し込まれて針が引き込まれた状態を示す。
【図２６】図２４に示された医療デバイスの右側面図であり、針カバーが示されている。
【図２７】図２６に示された医療デバイスの横断面平面図である。
【図２８】図２６に示された医療デバイスの分解正面図である。
【図２９】図３１の２９－２９線に沿う横断面平面図であり、針が引き込まれた後の位置
にある状態を示す。
【図３０】図２６の医療デバイスの正面図である。
【図３１】図２６の医療デバイスの正面図であり、針カバーが取り外され、針が引き込ま
れた後の状態を示す。
【図３２】図３０の医療デバイスの背面図である。
【図３３】図３１の医療デバイスの背面図であり、針カバーが取り外され、針が引き込ま
れた後の状態を示す。
【図３４】本発明の医療デバイスの他の実施態様の右前方斜視図であり、シリンジバレル
が本発明のコネクタハウジングと共に成型され、取外し可能な針カバーが引込み可能な針
の上の適当位置にあり、プランジャーがシリンジバレル後部の開口の中に挿入されている
状態を示す。
【図３５】図３４の医療デバイスについて、針カバーが取り外され、引込み可能な針が前
部アタッチメントから前方に突出して使用位置にある状態を示す図である。
【図３６】図３４の医療デバイスについて、プランジャーハンドルがほぼ完全にシリンジ
バレルの中に押し込まれ、針引込みチャンバーと針引込みキャビティが針アタッチメント
及び引き込まれた針に関して横方向に移動した状態を示す図である。
【図３７】図３４の医療デバイスの分解右斜視図である。
【図３８】図３４の医療デバイスの右側面図である。
【図３９】図３８の医療デバイスの横断面平面図である。
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【図４０】図３９の医療デバイスの平面図であり、針カバーが取り外された状態を示す。
【図４１】図４０の医療デバイスの平面図であり、プランジャーがほぼ完全にシリンジバ
レルの中に押し込まれ、コネクタハウジングが前部アタッチメントに関して横方向に再配
置され、針引込みチャンバーと針引込みキャビティが針引込みアッセンブリ及び引き込ま
れた針と一列に並んだ状態を示す。
【図４２】図４１の医療デバイスの横断面平面図である。
【図４３】図３７の医療デバイスの前部アタッチメントの背面図である。
【図４４】図４３の４４－４４線に沿う横断面図であり、前部アタッチメントをコネクタ
ハウジングのベース部に摺動可能に係合させるのに用いられる弾性ポリマークリップをよ
りわかりやすく説明するために、複数の部分を省略して図を簡素化して示している。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
＜望ましい実施態様の説明＞
　図１、２及び１０を参照すると、医療デバイス(30)は、コネクタハウジング(32)、前部
アタッチメント(34)及びロック式針カバー(36)を具える。図３、４及び９は、ロック式針
カバー(36)は取り外され、斜めカットされた先端部の面が上向きの状態を示す。図５及び
９を参照すると、医療デバイス(30)のコネクタハウジング(32)は、好ましくは、後方に面
する閉端部(44)と前方に面する開口部(46)とをさらに具え、前方に面する開口部(46)は針
引込みキャビティ(58)と境界を成す。開口部(46)は、好ましくは、細長い形状又は卵形で
あり、横方向寸法は、針引込みチャンバー(42)の細長い円筒部の内径よりも大きい。図５
～８に示されるように、開口部(46)は、好ましくは、テーパ状内壁(102)(図８では背部(1
03)が見える)に沿って、針引込みチャンバー(42)の内径に移行する。テーパ状内壁(102)
は、ロック式針カバー(36)のロッキングアーム(98)の挿入及び取外しを容易にし、また、
針引込み時、針ホルダー(72)及び引込みバネ(80)の針引込みキャビティ(58)への進入を容
易にする。これについては後でより詳しく説明する。所望により、閉端部(44)は、小さな
孔(例えば、通気目的のため)を設けることができるが、針引込みバネ(80)、針ホルダー(7
2)又は針(38)が針引込みチャンバー(42)の後部から出て行くような大きさであってはなら
ない。
【００２８】
　図５に示されるように、コネクタハウジング(32)は、好ましくは、医療デバイス(30)を
関連医療器具(例えば、シリンジ(104))に取り付けるのに用いられるコネクタ(48)をさら
に具える。これについては、図１１～１５に示される医療デバイス(30)に関して説明する
。コネクタ(48)は、内側に流体流れ経路(54)を有する略円筒状の側壁を有しており、前記
流体経路は、前方に面する開口(52)と後方に面する開口端(50)を有する。後端部(50)の近
傍には、直径方向に２つのロック式ルアータブ(56)が放射状に突出しており、該タブは、
コネクタ(48)を関連医療器具に取り付けるのに用いられる。前方に面する開口(52)は、好
ましくは、流体シール(68)を受ける環状凹座面を更に含む。流体シール(68)は、好ましく
は、コネクタ(48)の中を通る流体流れ経路(54)と同軸の流体流れ経路を中央に有する。図
４、６～１０を参照すると、針の引込みを開始する時、手動力(図４中、矢印(35)で示さ
れる)がコネクタハウジング(32)に作用し易くするように、テクスチャ構造のデジタル接
触面(100)が、好ましくは所望により、針引込みキャビティ(42)に設けられる。
【００２９】
　図５では、医療デバイス(30)の前部アタッチメント(34)は、ベース部(82)と前方に突出
する針支持体(84)をさらに具える。針支持体(84)は、好ましくは、ロック式針カバー(36)
のカラー(97)の内側と着脱可能に摩擦係合できるように、間隔をあけた複数のテーパ状リ
ブ(88)を有する。なお、当業者であれば、この開示を読むことにより、ロック式針カバー
(36)を針支持体(84)に取外し可能に固定できる他の同様な有効な手段を設けることはでき
るであろう。図５、２０～２２を参照すると、ベース部(82)及び針支持体(84)は、好まし
くは、段付きボア(86)を有する。図２０～２１をさらに参照すると、ベース部(82)は、後
方に面する表面(87)が段付きボア(86)の中に開口している。なお、前記表面は、針ホルダ
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ー(72)の大径ヘッド部(76)(図５を参照)が収容され着座する環状凹所を有することが好ま
しい。バネ(80)及び針ホルダー(72)を含む針引込み機構(図５)は、前部アタッチメント(3
4)をコネクタハウジング(32)に取り付ける前に、前部アタッチメント(34)に挿入される。
針引込み時、図４の矢印(45)で示される力を作用させるのに使用するために、所望により
、外方に面するテクスチャ構造の接触面(90)をベース部(82)の端部に設けることが好まし
い。これについては後で詳しく説明する。前部アタッチメント(34)に加えられる力は、抵
抗力であり、主成分は、好ましくは、コネクタハウジング(34)に関して矢印(35)で示され
る方向に加えられる力とは反対方向の向きである。
【００３０】
　図１～２３、より具体的には、図５～８及び１９～２３を参照すると、医療デバイス(3
0)の組立時、コイルバネ(80)の前方端部は好ましくはボア(86)の中に挿入されて着座され
、針ホルダー(72)の細長い筒状軸部(74)は、好ましくはコイルバネ(80)の中に挿入され、
下向きに作用してバネを押圧し、針ホルダー(72)の大径ヘッド部(76)がボア(86)の内部で
着座されることができる。これによりバネ(80)が圧縮され、ヘッド部(76)の下面に対する
後方向きの付勢力が作用する。針ホルダー(72)は、長手方向に延びるボア(78)を有し、該
ボアの内部に針(38)が配置されると、針(38)と流体接続される位置にある。
　本発明の一実施態様では、針ホルダー(72)(図５では見えない)のヘッド部(76)の後方に
面する端部に浅い凹部が形成され、該凹部は、医療デバイス(30)が組み立てられると、流
体シール(68)の前方に面する端部と着脱可能に係合する。図３及び４に示されるように、
針ホルダー(72)の前方に延びる端部は、好ましくは、針支持体(84)の前方先端部を僅かに
超えて突出させることにより、当業者にとって既知の適当なあらゆる方法により針引込み
機構の設置及び前部アタッチメント(34)のコネクタハウジング(32)への取付けを行なった
後、針(38)の針ホルダー(72)への取付けが容易になる。針(38)の針ホルダー(72)への取付
けは、針ホルダー(72)を前部アタッチメント(34)内部に設置する前又は後のどちらでも可
能であるが、針引込み機構の設置後に取り付けることが望ましい。
【００３１】
　流体シール(68)を、コネクタハウジング(32)(例えば、図５を参照)の前方に面する開口
(52)内部の環状凹部の中に挿入した後、そして、前部アタッチメント(34)内部の針ホルダ
ー(72)を圧縮バネによる後方への付勢力に抗して保持している状態で、前部アタッチメン
ト(34)のベース部(82)の後方に面する表面(87)がコネクタハウジング(32)の前方に面する
表面(60)(図５参照)と対向して配置される。コネクタハウジングの対向レール(64)(66)(
図５、８、１９～２３参照)がベース部(82)の対向レール(91)(93)と係合するので、コネ
クタハウジング(32)の前方に面する表面(80)は、好ましくは、ベース部(82)の後部(87)に
対向して摺動可能に係合するように構成される。レール(64)(66)とレール(91)(93)はスナ
ップ式に嵌って摺動係合できるように作られることが好ましく、コネクタハウジング(32)
及び前部アタッチメント(34)が向かい合う平行配列状態で保持されて、ボア(86)が開口(5
2)に対向すると摺動係合し、前部アタッチメント(34)の前部とコネクタハウジング(32)の
背部に同時に力を作用させると、共に圧搾される(squeezed)。前部アタッチメント(34)は
コネクタハウジング(32)に取り付けられるので、流体シール(68)は圧搾されて、針ホルダ
ー(72)のヘッド部(76)の後方に面する端部に突合せ接触する。環状の流体シール(68)は、
針引込み前に前部アタッチメント(34)に関してコネクタハウジング(32)を再配置する前、
並びに医療デバイス(30)及び関連医療器具を使用する間、コネクタハウジング(32)と前部
アタッチメント(34)との間での流体漏洩を防止する。
【００３２】
　図５、１７、２０を参照すると、ストップ部材(62)(63)が配備されることが好ましく、
該ストップ部材は。前部アタッチメント(34)のベース部(82)に隣接する後部表面(87)の対
向する上肩部及び下肩部(図２０では下肩部(65)が見えている)と突合せ接触して係合し、
コネクタハウジング(32)の前部アタッチメント(34)に対する横方向摺動範囲を制限するこ
とにより偶発的な分離が防止される。医療デバイス(30)が前述したように組み立てられる
と、針ホルダー(72)(図５)のヘッド部(76)は、前部アタッチメント(34)内の凹部(86)(図
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１９～２０)の内部で着座され、好ましくは、コネクタ(48)のボア(54)、流体シール(68)
のボア(70)、針ホルダー(72)のボア(78)及び針(38)を通じて、略直線状の流体経路が形成
される。
【００３３】
　図１～３、５～６及び１１を参照すると、ロック式針カバー(36)は、好ましくは、略円
筒状側壁(92)を含み、該側壁は、閉端部(94)、開端部(96)及び長手方向に延びる複数の外
部補強リブを有しており、針(38)の使用前の損傷を防止するのに必要な剛性がもたらされ
る。ロッキングアーム(98)は、好ましくは、ロック式針カバー(36)のカラー(97)から後方
に突出して、コネクタハウジング(32)の開口部(46)に挿入されることにより、ロック式針
カバー(36)が針支持体(84)から取り外す前にコネクタハウジング(32)と前部アタッチメン
ト(34)との間での相対的なスライド移動が制限される。なお、他の同様なロック式構造を
設けることは本発明の範囲内であり、そのようなロック式構造は針カバーの一部である必
要がないことは理解されるであろう。図６は、ロック式針カバー(36)がある医療デバイス
(30)を前部から見た状態を示しており、図７は、ロック式針カバー(36)の無い医療デバイ
ス(30)を前部から見た状態を示している。
【００３４】
　図１１～１５を参照すると、本発明の医療デバイス(30)と共に、関連医療器具が仮想線
で示されている。関連医療器具は、従来のシリンジ(104)であり、該シリンジは、前方面
がロック式ルアーコネクタである円筒状バレル(106)と、該バレルの内壁に摺動可能に係
合するプランジャーシールを有するプランジャー(108)とを具えている。プランジャー(10
8)はバレル(106)と協同作用してシリンジの内部に容量可変流体チャンバー(110)を画定し
、該シリンジから、流体が、前述した医療デバイス(30)の中の流体経路を通じて針(38)に
供給される。図１１及び１２では、医療デバイス(30)とシリンジ(104)が完全に組み立て
られ、針カバー(36)が針(38)の適当位置に配置された状態が示されている。バレル(106)
に関するプランジャー(108)の図示位置は、「プレインジェクション(pre-injection」位
置と称されることができ、例えば、従来の針無しシリンジが使用前にパッケージされ出荷
されることができる位置である。
【００３５】
　図１３及び１４は、図１１及び１２の組立て完了後の医療装置を再び示しており、針カ
バーは取り外され、プランジャー(108)は流体チャンバー(110)の中に流体が吸引される位
置に引き込まれている。このような吸引は、例えば、流体をバイアル又は他の流体源から
シリンジの中に引き入れることにより、又は流体サンプルを患者から抽出する(流体チャ
ンバー(110)から空気を追い出した後)ことにより行われることができる。プレフィル用の
ために、シリンジ(104)は、所望レベルまで充填され、医療デバイス(30)と共に又は医療
デバイス(30)無しで出荷のためのパッケージングが行われる。
【００３６】
　図１３及び図１５を参照すると、組立て完了後の医療装置の使用後、針の引込みは、好
ましくは医療デバイス(30)の中で、コネクタハウジング(32)を前部アタッチメント(34)に
関して再配置することにより行われ、針引込みチャンバー(42)は針(38)と同軸線上に配列
される。これは、例えば、バレル(106)及び前部アタッチメント(34)を安定化させた状態
で、コネクタハウジング(32)の選択的に設けられた接触面(100)に対して手作業で圧力を
作用させることにより(図４の矢印(35)で示される方向)、及び／又は、前部アタッチメン
ト(34)の選択的に設けられた接触面(90)に対して抵抗圧力を作用させることにより(図４
の矢印(45)で示される方向)行われることができる。針引込み時に針(38)が患者の中に挿
入されない場合、前部アタッチメント(34)及びコネクタハウジング(32)は、接触面(90)(1
00)又は前部アタッチメント(34)及びコネクタハウジング(32)の他の部分に対して反対方
向の圧力をに手作業で加えることにより、互いに再配置されることができる。上記のよう
に圧力を加えることにより、流体シール(68)及びコネクタハウジング(32)は、シリンジ(1
08)が針(38)と同一線上にある第１の位置(図１３)から、コネクタハウジング(32)の針引
込みキャビティが針(38)と同一線上にある第２の位置(図１５)に移動する。この再配置が
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行われると、針ホルダー(72)及び針(37)は、完全な引込みが行われるように同一線上に揃
えられたとき、バネ(80)の後方に向かう付勢力によって、開口(46)に進入することができ
る。同様に、所望により、医療デバイス(30)は、コネクタハウジング(32)を前部アタッチ
メント(34)に関して付勢することによって構築されることができ、協同作業できるように
構成された解除要素に対してトリガ力を作用させると、再配置の付勢力により針は引き込
まれることができる。
【００３７】
　図１３及び図１４の組立て完了した医療デバイスが  図１５に再び示されており、イン
ジェクションの後、プランジャー(108)は完全に押し下げられてバレル(106)の内部にあり
、コネクタハウジング(32)が図１４に示される位置から前部アタッチメント(34)に関して
再配置され、針ホルダー(72)、バネ(80)及び針(38)が全て医療デバイス(30)の中の安全位
置に引き込まれており、針のどの部分も前部アタッチメント(34)から前方に突出していな
い。引込みの後、伸長したバネと引き込まれた針は、前部アタッチメント(34)とコネクタ
ハウジング(32)との間にブリッジ接続を形成し、前部アタッチメント(34)はコネクタハウ
ジング(32)からの脱落が阻止され、医療デバイス(30)はその引込み前の状態にセットされ
る。また、コネクタハウジング(32)は前部アタッチメント(34)に関して逆方向の移動は阻
止される。逆方向の移動があると、医療デバイス(30)の中の流体経路は再調整せねばなら
ない。
【００３８】
　図１６～１８において、シリンジ(104)は、ロック式ルアーコネクタのネジを緩めるこ
とにより医療デバイス(30)から取り外され、医療デバイス(30)は安全に処分できる状態に
ある。図１８において、流体シール(68)は、針の引込み後、ボア(70)の周りで前部アタッ
チメント(34)のベース部(82)の背面と突合せ接触した状態の儘である。
【００３９】
　医療デバイス(30)のコネクタハウジング(32)、前部アタッチメント(34)及び針カバー(3
6)は全て、好ましくは、医療用及び殺菌用として承認されているあらゆる成型可能なポリ
マー材料から作られる。流体シール(68)は、好ましくは、弾性ポリマー材料から作られ、
該材料は、コネクタハウジング(32)と前部アタッチメント(34)との間の流体経路内で流体
を含むのに十分な組成及びデュロメータ硬度を有し、使用前及び使用中に劣化しない材料
である。シール(68)と針引込みチャンバー(42)は針引込み前に横方向に再配置されるので
、この材料はまた、針ホルダー(72)との係合を解除することができ、コネクタハウジング
(32)と前部アタッチメント(34)との間の相対的摺動できる組成及びデュロメータ硬度を有
する。針(38)は、好ましくは、ステンレス鋼、他の金属又は合金、セラミック又はそのよ
うな用途として認可されている他の材料から作られる。圧縮バネは、当該分野で一般的に
知られている金属から作られ、商業的に容易に入手可能である。
【００４０】
　本発明の他の実施態様を、添付図面の図２４～３３に関連して記載する。図２４及び２
５を参照すると、医療デバイス(200)が開示されており、該デバイスには、関連医療器具(
この例ではシリンジ(222))が、コネクタハウジングの一体部品として配備される。医療デ
バイス(200)は、好ましくは、前部アタッチメント(204)及びコネクタハウジング(202)を
具え、これらは選択的に互いに取り付けられ、１又は２以上のアタッチメント部材により
、少なくとも１つの摺動界面に沿って互いに狭い間隔で摺動関係が維持される。これによ
り、図１～２３の実施態様に関して既に説明したように、前部アタッチメント(204)とコ
ネクタハウジング(202)との間で横方向の摺動移動が制限されることができる。図２４に
おいて、針カバー(図２６～２８に関して説明する)は取り除かれ、針(210)が現れる。
【００４１】
　前部アタッチメント(204)は、好ましくは、本体部(206)、前方に延びるノーズ部(208)
、引込み可能な針(210)、及びテクスチャ構造の接触面をさらに含む。コネクタハウジン
グ(202)は、ベース部(216)、針引込みチャンバー(218)及びシリンジバレル(222)をさらに
含む。図２４において、針カバー(図２６～２８に関して説明する)が取り除かれた第１の



(15) JP 2016-529077 A 2016.9.23

10

20

30

40

50

位置が示されており、この位置では、バレル(222)が針支持体と同軸上にあり、針引込み
チャンバー(218)は横方向にオフセットされるので、前方に面する開口を有する針引込み
キャビティ(220)は前方に遮るものがない。図２５において、コネクタハウジング(202)は
前部アタッチメント(204)に関して横方向の第２の位置に移動している。第２の位置では
、針引込みチャンバー(218)は、針支持体とほぼ同一線上にあり、針(210)(図面では見え
ない)は、針引込みチャンバー(218)内部の針支持体(208)及び針引込みキャビティ(220)(
図２４)の中に引き込まれている。
【００４２】
　本発明のこの実施態様において、例えばシリンジバレル(222)(又はこの開示の中で前述
した他の医療装置)等の関連医療器具は、コネクタハウジングに剛体接続され、該ハウジ
ングの一部である。成型可能な医療グレード材料で作られた部品において、この略剛体接
続は、任意の適当な方法によって行なうことができる。この方法は、例えば、ベース部(2
16)、針引込みチャンバー(218)及びシリンジバレル(222)を単一ユニットして含む単一又
は一体成型されたコネクタハウジング(202)により、又は限定するものでないが、レーザ
ー溶接又は接着剤、その他同様に有効であると知られた技術を用いることにより行われる
ことができる。医療デバイス(200)はこのように構成されるとき、針引込みキャビティ(22
0)は、針引込みチャンバー(218)及びバレル(222)が壁を共通にする(図２７により良く示
される)場合でも、バレル(222)から横方向に間隔を有していると考えられる。また、医療
器具が連繋された本発明の医療デバイスは、針引込みチャンバー及び関連医療器具は共通
の壁を有しないように作られることができる。図２４及び２５を再び参照すると、横方向
に突出するバレルフランジ(224)(226)もまた、バレル(222)の一部として一緒に一体成型
されることができるし、別個に作製して公知の方法によりバレルに取り付けられることも
できる。プランジャー(228)は、バレル(222)の内部に摺動可能に配置され、バレル(222)
に関する典型的な位置が図２４に示されている。この位置は、使用前に出荷され保管され
ることができる。図示のように、プランジャー(228)は、ハンドル(230)、端部キャップ(2
32)  及びプランジャーシール(238)を具えている(図２７～２９に示されている)。図２５
において、プランジャーハンドル(230)は、インジェクション用途であるときのように、
バレル(222)に関してより完全に押し込まれている。例えば患者から体液を引き出す等の
他の用途の場合、針(210)が引き込まれるとき、プランジャーハンドルは、バレル(222)に
関する距離が図２に示される距離よりも大きく引き込められる。
【００４３】
　図２７を参照すると、取外し可能な針カバー(234)は、医療デバイス(229)に設置された
状態が示されており、ロッキングアーム(236)は、針引込みキャビティ(220)の中に突出し
、使用前における出荷及び取扱い時、前部アタッチメント(204)(図２６)とコネクタハウ
ジング(202)のベース部(216)(図２６)との間で相対的な摺動は制限される。使用前にバレ
ル(222)の流体経路(244)及び流体チャンバー(240)と略同軸線上にロッキングアーム(236)
又は他の同様に有効な構造が無い場合、前部アタッチメント(204)及び／又はコネクタハ
ウジング(202)の他方に対する横方向移動が不十分であると、ホルダー(246)及び圧縮され
た針引込みバネ(250)を具える引込み可能な針アッセンブリ位置は再び整えられ、バネ(25
0)は針ホルダー(246)及び針(210)を伸ばし、針引込みキャビティ(220)の中へ後方に駆動
する。
【００４４】
　図２７～２８を参照すると、医療デバイス(200)は、好ましくは、環状プランジャーシ
ール(238)がプランジャーハンドル(230)の前方に面する端部に配置され、バレル(222)の
内壁(図２８)と摺動係合及び封止係合する。図２８を参照すると、コネクタハウジング(2
02)は、好ましくは、横方向に間隔を存して前方に面する開口(241)(248)を有する。開口(
221)は、針引込み時、コネクタハウジング(202)が前部アタッチメント(204)に関して再配
置及び再整列された後、針ホルダー(246)及び伸長した針引込みバネ(250)を受けることが
できる。前部アタッチメント(204)のコネクタハウジング(202)への組立てを容易にするた
めに、好ましくは、上下ストップ部材(245)及び上下レール(223)(下レールは見えない)が
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設けられ、両者間に少なくとも１つの横方向摺動界面が提供される。この界面は、針(210
)及びバレル(222)を通る長手軸をほぼ横切るため、第１の実施態様に関して詳細に説明し
たように、偶発的な外れは防止される。一実施態様において、ストップ部材(245)及び上
下レール(223)は、前部アタッチメント(204)がコネクタハウジング(202)に対してスナッ
プ式に摺動係合され、予め決められた移動範囲内で互いに摺動係合状態が維持される。前
記移動範囲は、針(210)がバレル(222)と同一線上にある第１又は初期位置と、針(210)が
針引込みキャビティ(218)と同一線上にある第２又は次位置との間を移動するのに十分で
あることが好ましい。
【００４５】
　図２７～２９及び３２を参照すると、コネクタハウジング(202)の開口(248)と針ホルダ
ー(246)の後方に面する環状端面との間の流体経路(244)(図２７)の周りで流体の漏洩を防
止するために、環状流体シール(242)等の流体シールを設けることが好ましい。この実施
態様において、流体シール(242)は、好ましくは、医療グレードのエラストマー材料から
作られ、コネクタハウジング(202)のベース部(216)の開口(248)の内部で封止される。流
体シール(242)の長さ、半径、デュロメータ硬度、及び流体シール(242)を通る流体経路(2
44)の内径は、使用中、流体シール(242)の前方に面する端部が、流体経路(244)を通る流
体流れを遮断又は過度に制限することなく、針ホルダー(246)のヘッド部に押圧されるこ
とができるように構成される。図２９を参照すると、コネクタハウジング(202)は引込み
を開始するために前部アタッチメント(204)に関して再配置されるので、医療デバイス(20
0)の使用後、流体シール(242)は、好ましくはコネクタハウジング(202)によって運ばれる
。再配置が行われる間、流体シール(242)の前方に面する端部は、好ましくは、針ホルダ
ー(246)から離れる方向に移動し、前部アタッチメント(204)の本体部(206)(図３２)の後
方に面する対向面と流体封止係合され、シリンジ(222)からあらゆる流体漏洩又は逆流が
防止される。ここに記載した環状流体シール(242)の使用が好ましいが、他の同様に有効
な流体シールを用いることも本発明の範囲内である。
【００４６】
　図２９～３３を参照すると、コネクタハウジング(202)を前述した第１位置から第２位
置へ再配置した後、針引込みバネ(250)は針支持体(208)から後方に伸びて、針ホルダー(2
46)を後方に駆動するので、針ホルダー(246)はチャンバー(218)内部の針引込みキャビテ
ィ(229)に入る。これによって、針(210)の前端部は、針支持体(208)又は針引込みキャビ
ティ(220)の中に引き込まれる。針支持体(208)、針引込みキャビティ(220)及び針引込み
バネ(250)の相対長さは、使用されることが予想される医療デバイス(200)の針長さ範囲に
応じて協同作用し得るサイズであることが好ましい。
【００４７】
　図２４～３３の実施態様に関して記載した医療デバイスは、、図１～２３の実施態様に
関して説明した医療デバイスと多くの点で同様であるが、医療デバイス(200)は幾つかの
異なる利点がある。この利点は、シリンジ等の関連医療器具が医療デバイスの一体部分と
して作られる実施態様に唯一利用可能なことである。より具体的には、プランジャーシー
ル(238)等の摺動可能な流体シールを有するプランジャー(228)等のプランジャーと共にシ
リンジバレルが存在すると、１つのデバイス内で、流体チャンバー(240)等の容量可変流
体チャンバーを作り出すことができる。さらに、使用者には、引込み可能な針と流体経路
内に常に配備されていない針引込みキャビティを有する流体送達又は流体抽出デバイスの
内部に正圧又は負圧のどちらかを生じさせる能力がもたらされる。この構成により、使用
者は、用途に適した可変圧力で様々な粘度を有する可変容量の種々流体を、破裂又は針引
込みの危険がなく注入又は引き抜くことができる。さらに、本発明のデバイスは、針の片
手による引込み操作に関連する安全を全て確保することができ、使用後は、患者から直接
、針の再使用ができない安全位置に針を引き込めることができる。さらに、シンプルでコ
ンパクトな構造であり、移動部品が少なく、製造及び組立コストを低減できるため、広範
囲に及ぶ使用可能性を高めることができる。
【００４８】
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　本発明の他の実施態様について、図３４～４４を参照して説明する。この実施態様は、
コネクタハウジングの一体部品である関連医療器具部品を含む点において、図２４～３３
の実施態様と同様である。図３４～４４に示される実施態様において、関連医療器具はシ
リンジである。これらの図を参照すると、医療デバイス(300)は、好ましくは、コネクタ
ハウジング(302)及び前部アタッチメント(304)を含む。コネクタハウジング(302)は、略
円筒状バレル(306)と針引込みキャビティ(310)とをさらに含み、これらは一体成型される
か、又はベース部(326)と一体構造として作られる(図３７)。ベース部(326)は、好ましく
は、横方向に間隔をあけて前方に面する開口部を有しており、該開口部は、バレル(306)
の内部に設けられた流体チャンバー(352)(図３９)と連通する針引込みキャビティ(320)及
び円筒状ボアの中に開口している。また、図２４～３３の医療デバイス(200)に関して説
明したように、針引込み時、前部アタッチメント(304)に対するコネクタハウジング(302)
(図３４～３６)の移動を制限するために、ストップ部材(328)(330)(図３７)が対向配備さ
れる。図３４～４２に示されるように、前方に面するプランジャーシール(324)を有する
プランジャーハンドル(308)は、バレル(306)の内部を長手方向に摺動可能であり、バレル
(306)に関して挿入又は引抜きを行なうことにより、流体チャンバー(352)の前端部に連通
する流体経路(354)(図３９)を通じて、吸入、注入又は抽出に必要な流体チャンバー(352)
の容積を変えることができる。
【００４９】
　図３４～３７、４３及び４４を参照すると、前部アタッチメント(304)は、好ましくは
、後方に面する一対の上下クリップ部材(315)が横方向に対向配備された本体部(312)をさ
らに有することが好ましく、該クリップ部材は、本体部(312)のベース部(326)の対向する
ストップ部材(328)(330)間に配備された上下レールの上を滑動してこれらレールとスナッ
プ式に摺動係合する斜面を有する。図４４に示されるように、上下クリップ部材(315)の
各部材の背部に配備された四角形状の肩部は好ましくは、横方向に延びる少なくとも１つ
の摺動界面に沿う前部アタッチメント(304)と本体部(312)との摺動係合を維持する。環状
流体シール(336)(図３７、３９、４２)は、好ましくは、コネクタハウジング(302)と前部
アタッチメント(304)との間に配備され、互いに摺動係合され、医療デバイス(300)が使用
されているとき、両者間の流体漏洩を制限する。
【００５０】
　図３７、３９、４２を参照してより具体的に説明すると、前部アタッチメント(304)は
、好ましくは、針ホルダー(338)及び取り付けられた引込み可能な針(340)を有する針引込
み機構と、針ホルダー(338)に対して後方の付勢力を作用させるコイルバネ(342)等の付勢
部材を具えており、後記するように、針引込み時、患者、バイアルその他の流体源又はレ
セプタクルから針(340)の引抜きを容易にする。バネ(342)の前端部は、好ましくは、ノー
ズ部(344)の内部に着座され、針ホルダー(338)の細長い部分は好ましくはバネ(342)の内
部に挿入される。なお、組立て中、前部アタッチメント(304)がコネクタハウジング(302)
のベース部(326)と係合されるまで、前記バネ(342)は圧縮状態に保持されることが好まし
い。前部アタッチメント(304)をコネクタハウジング(302)に取り付ける前、環状流体シー
ル(336)は、好ましくは、円筒状ボア(334)(図３７)の内部に着座され、針ホルダー(338)
の後方に面する表面は、好ましくは、圧縮されたバネ(342)に押圧され、シール(336)の対
向部と突合せ係合される。
【００５１】
　使用前、取外し可能な針カバー(314)(図３７、３７～３９)は、好ましくは、本体部(31
2)のノーズ部(344)(図３７)と摩擦係合状態で設置される。これにより、針(340)は、鈍化
又は汚染が防止され、医療デバイス(300)の使用前の取扱い時に不注意で針が突き刺さる
ことが防止される。図示の如く、針カバー(314)は、好ましくは、前方に突出するロッキ
ングアーム(318)を具え、該アームは、針引込みキャビティ(320)の前開口部の中で受けら
れ、使用前に、コネクタハウジング(302)と前部アタッチメント(304)との間で相対的摺動
が起こるのが防止される。しかしながら、当業者であれば、この開示を読むことにより、
使用前に、医療デバイス(300)の前部アタッチメント(304)に関するコネクタハウジング(3
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ことはできるであろう。
【００５２】
　前部アタッチメント(304)は、使用後、針引込みを開始させるために、横方向に面する
テクスチャ構造の表面をさらに具えており、前記表面は、針(340)及び流体経路(354)を通
じて、流体の流れ方向を横切る方向に圧力又は抵抗力を作用させるのに用いられるように
構成される。このような圧力又は抵抗力は、コネクタハウジング(302)の一部に加えられ
た対向方向の圧力と組み合わせられると、前部アタッチメント(304)に対するコネクタハ
ウジング(302)の横方向の再配置を容易に行なうことができ、流体経路(354)を通る流体流
れが遮断され、使用後に針の引込みが開始される。コネクタハウジング(302)が前部アタ
ッチメント(304)に関して横方向移動すると、環状シール(336)の前方に面する表面が針ホ
ルダー(338)の後方に面する表面との係合が解除され、環状シール(336)は横方向に摺動さ
せられ、本体部(312)の後方に面する表面と係合する。これにより、そのような再配置後
におけるシリンジバレル(308)又は円筒状ボア(334)から前方へのあらゆる流体流れが遮断
される。
【００５３】
　コネクタハウジング(302)と前部アタッチメント(304)の間での相対的な横方向移動は、
針(340)がシリンジバレル(306)と略同軸線上を前部アタッチメント(304)から前方に延び
る第１の位置と、針が使用後、安全位置に引き込まれ、ノーズ部(344)(図３７)及び本体
部(312)からもはや前方への突出がない第２の位置との間での移動に制限される。針カバ
ー(338)の後方に面するヘッド部が、前部の対向開口部と略同軸線上を針引込みチャンバ
ー(310)の針引込みキャビティ(320)の中に移動すると、バネ(342)の後方に向かう付勢力
により針ホルダー(338)は後方に向けて移動し、針引込みチャンバー(310)の閉じた後端部
に入る。針引込みチャンバー(310)の後端部は、針ホルダー(338)が針引込みキャビティ(3
10)の内部に収容されている限り、所望によって通気が行われる。バネ(342)と針(340)は
、一般的に、針引込みチャンバー(310)と前部アタッチメント(304)の本体部(312)の間の
ギャップに跨るので、前部アタッチメント(304)は、その後、第２の位置で保持され、使
用済みの医療デバイス(300)を分解しなければ(これは許されない)第１の位置へ戻ること
ができない。
【００５４】
　重要なことは、ここに開示される医療デバイスの製造及び組立は、プランジャー作動式
の引込み可能な針を有する従来の医療デバイスに必要な条件と比べて、許容範囲が大きい
ことである。これに関連して、製造費用を低減することができるので、医療提供者及び消
費者に対して、低コストで提供できる基礎となり得る。横方向に間隔をあけて存在する針
引込みキャビティを有することによる他の利点は、一連の作業で、切断、破壊を必要とし
ないことであり、従来では針引込み機構とシリンジバレルの壁との間に配置されていたリ
テーナー又は保持部材の使用が不要である。
【００５５】
　ルアーコネクタ及び圧縮バネは、本発明で使用する上で満足すべきものであるが、ここ
に開示され、特許請求の範囲に記載された一般的パラメータを充足するものであれば、他
のコネクタ及び付勢部材を用いることもできる。当業者であれば、この明細書を添付の図
面と共に読むことにより、本発明について他の変更及び変形は成し得るであろう。ここに
開示された発明の範囲は、添付の特許請求の範囲の最も広義の解釈によってのみ制限され
ることが意図される。



(19) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】



(20) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(21) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(22) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】



(23) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(24) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】

【図３１】



(25) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】 【図３６】



(26) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図３７】 【図３８】

【図３９】 【図４０】



(27) JP 2016-529077 A 2016.9.23

【図４１】 【図４２】

【図４３】



(28) JP 2016-529077 A 2016.9.23

10

20

30

40

【国際調査報告】



(29) JP 2016-529077 A 2016.9.23

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

(72)発明者  ショー，トーマス　ジェイ．
            アメリカ合衆国　７５０３４　テキサス，フリスコ，ブエナ　ビスタ　ドライブ　５３１０
(72)発明者  スモール，マーク
            アメリカ合衆国　７４９３７　オクラホマ，へブナー，コーゲーン　レーン　４７４４２
(72)発明者  ジュウ，ニ
            アメリカ合衆国　７５０２４　テキサス，プレイノ，ブリゲード　コート　４４０８
Ｆターム(参考) 4C066 AA09  BB01  CC01  DD08  EE14  FF05  HH12  LL26  NN07 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

